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地域支援事業
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地域支援事業について
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介護保険法第115条の45の規定に基づき、

➣介護保険制度の円滑な実施の観点から、被保険者が要介護状態等となる

ことを予防

➣要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立

した日常生活を営むことができるよう支援

➣被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防

➣社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができる

よう支援

➣地域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による

日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者

への支援体制の構築等を一体的に推進
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【財源構成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
23%

2号保険料

27%

【財源構成】

国 38.5%

都道府県
19.25%

市町村
19.25%

1号保険料
23%

介護予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業

○ 二次予防事業
○ 一次予防事業

介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援

業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業

新しい介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○ 介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○ 一般介護予防事業

包括的支援事業

○ 地域包括支援センターの運営

（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○ 在宅医療・介護連携の推進

○ 認知症施策の推進

（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員等）

○ 生活支援サービスの体制整備

（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

介護予防給付（要支援1～２）

充
実

現行と同様

事業に移行

訪問介護、通所介護

多
様
化

任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

＜改正前＞ ＜改正後＞

全市町村で実施
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訪問看護、福祉用具等

介護保険制度における位置付け
介護保険制度

地域支援事業について

出典：厚生労働省ホームページ



地域支援事業について

分類 事業 目的 概要

介護予防・

日常生活支援
総合事業

介護予防・生活
支援サービス

事業

地域における生活支援や介
護予防のサービス充実を図
る

訪問型サービス、通所型サービ
ス等を実施する

一般介護予防
事業

高齢者が要介護状態となる
ことの予防又は要介護状態
等の軽減もしくは悪化の防
止を図る

住民主体の通いの場を充実、リ
ハビリテーション専門職等の関
与により、介護予防の推進を図
る

包括的支援
事業

（地域包括
支援センター
の運営）

地域包括支援
センターの運営

相談の受付や制度横断的
支援、高齢者虐待への対応、
支援困難事例の対応等を
通じて、住民の健康の保持
及び生活の安定等を図る

総合相談支援、権利擁護、ケア
マネジメントの支援、介護予防
ケアマネジメントを実施する

地域ケア会議
の開催

地域の多様な関係者による
検討の場を通じて、支援や
支援体制の質の向上を図る

保健医療や福祉の専門職等が
参画し、個別事例や地域課題
の検討を行う

各事業について



地域支援事業について

分類 事業 目的 概要

包括的支援
事業

（社会保障
充実分）

在宅医療・
介護連携
推進事業

地域の医療・介護団体が連
携して、包括的かつ継続的
な在宅医療と介護を一体的
に提供するための支援

地域の医療・介護関係者による
会議の開催、在宅医療・介護関
係者の研修等を実施する

認知症総合支援
事業

認知症の早期診断・早期対
応や認知症ケアの向上等
の体制整備を図る

認知症初期集中支援チームに
よる支援と認知症地域支援推
進員による地域の体制整備を
行う

生活支援体制
整備事業

多様な日常生活上の支援
体制の充実・強化と高齢者
の社会参加を推進する

生活支援コーディネーターの設
置による地域資源の開発等

任意事業

介護給付費等

適正化事業

介護保険事業の運営の安
定化のため、介護給付費等
の費用の適正化を行う

認定調査状況のチェック、ケア
プランの点検、住宅改修等の点
検等

家族介護支援

事業

現に介護を行う家族に対す
る支援を通じて、介護負担
の軽減等を行う

介護知識や技術に関する教室
や介護者同士の交流会の開催
等

各事業について



１ 総合事業の目的・考え方

○ 総合事業は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実するこ
とで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すもの。

イ 多様な生活支援の充実

住民主体の多様なサービスを支援の対象とするとともに、ＮＰＯ、ボランティア等によるサービスの開発を進める。併せ
て、サービスにアクセスしやすい環境の整備も進めていく。

ロ 高齢者の社会参加と地域における支え合い体制づくり

高齢者の社会参加のニーズは高く、高齢者の地域の社会的な活動への参加は、活動を行う高齢者自身の生きがいや
介護予防等ともなるため、積極的な取組を推進する。

ハ 介護予防の推進

生活環境の調整や居場所と出番づくりなどの環境へのアプローチも含めた、バランスのとれたアプローチが重要。その
ため、リハビリ専門職等を活かした自立支援に資する取組を推進する。

ニ 市町村、住民等の関係者間における意識の共有と自立支援に向けたサービス等の展開

地域の関係者間で、自立支援・介護予防といった理念や、高齢者自らが介護予防に取り組むといった基本的な考え方、
地域づくりの方向性等を共有するとともに、多職種によるケアマネジメント支援を行う。

ホ 認知症施策の推進

ボランティア活動に参加する高齢者等に研修を実施するなど、認知症の人に対して適切な支援が行われるようにする
とともに、認知症サポーターの養成等により、認知症にやさしいまちづくりに積極的に取り組む。

へ 共生社会の推進

地域のニーズが要支援者等だけではなく、また、多様な人との関わりが高齢者の支援にも有効で、豊かな地域づくりに
つながっていくため、要支援者等以外の高齢者、障害者、児童等がともに集える環境づくりに心がけることが重要。

（１） 総合事業の趣旨

（２） 背景・基本的考え方

6

総合事業について



総合事業について

出典：厚生労働省ホームページ



総合事業について

出典：厚生労働省ホームページ



保険者機能強化推進交付金及び
介護保険保険者努力支援交付金
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創設の経緯

保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金について

出典：厚生労働省ホームページ



保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金について

出典：厚生労働省ホームページ


